
 

４４ ロッキー山紅斑熱 

（１）定義 

紅斑熱群リケッチアに属するロッキー山紅斑熱リケッチア(Rickettsia rickettsii)による

感染症である。 

（２）臨床的特徴 

自然界ではダニ、げっ歯類、大動物（イヌなど）の間で感染環が維持されている。ヒトへの

感染はダニの刺咬による。潜伏期間は 3～12日であり、頭痛、全身倦怠感、高熱などで発症す

る。通常、つつが虫病などでみられるような刺し口は生じない。高熱とほぼ同時に、紅色の斑

丘疹が手足などの末梢部から求心性に多発し、部位によっては点状出血を伴う。ときにリンパ

節腫脹がみられる。その後、中枢神経系症状、不整脈、乏尿、ショックなどの合併症を呈する。

診断・治療の遅れ、高齢者、発疹がみられない、ダニの刺咬歴がある、冬季の発症などでは、

致死率が高い。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からロッキー山紅斑

熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ロッキー山紅斑熱患者と診断し

た場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、ロッキー山紅斑熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１

項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

ウ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ロッキー山

紅斑熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ロッキー山紅斑熱により死

亡したと判断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければなら

ない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

エ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ロッキー山

紅斑熱により死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行

わなければならない。 

 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 血液、病理組

織 ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

間接蛍光抗体法又は ELISA 法による抗体の検出

（IgM 抗体の検出又はペア血清による抗体陽転

若しくは抗体価の有意の上昇） 

血清 
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